
1 　ホール利用料金の入場料の区分は、１人当たりの最高額をいう。（会員券その
　他これに類する料金を含む。）
2 　準備のために利用する場合の利用料金は、無料の欄の額に 100 分の 50 を乗じ
  て得た額とする。
3　 利用時間を超過した場合は、超過時間１時間につき規定利用料金の 100 分の
　40 を加算した額とする。
4　 入場料を徴収しないで利用者が商業宣伝等を目的として利用する場合の利用
　料金は、1,500 円以下の欄の額とする。
5 　展示室の利用時間は、午前９時から午後９時 30 分までとする。
6 　展示室の利用者が展示室を２分の１以下で利用する場合には、100 分の 50 を　
乗じて得た額とする。
7　 展示室の利用者が入場料を徴収する場合は、利用料金の額に 100 分の 150 又　
は商業宣伝等の目的をもって利用するときは、利用料金の額に 100 分の 200 を　乗
じて得た額とする。
8　 許可を受けた利用時間を超えて利用する場合の利用料金の額は、ホール利用　
料金の例による。

（備考）

5,500
11,000
14,300
18,700
24,200
11,000
22,000
28,600
37,400
48,400
1,100
1,100
1,100
770
770

1,100
2,200
3,850
4,950
6,050
8,250
3,300
7,150
9,350
12,650
15,950

770
770

1,100
2,200
1,650
1,100
1,100
1,650
1,100
1,100

舞台のみ

無 料

1,500 円以下

3,000 円以下

3,001 円以上

舞台のみ

無 料

1,500 円以下

3,000 円以下

3,001 円以上

舞台のみ

無 料

1,500 円以下

3,000 円以下

3,001 円以上

舞台のみ

無 料

1,500 円以下

3,000 円以下

3,001 円以上

第 6楽屋（洋室）

第 7楽屋（洋室）

シャワー室（一室について）

第 1 楽屋（和室）

第 2楽屋（洋室）

第 3楽屋（洋室）

第 4楽屋（洋室）

第 5楽屋（和室）

シャワー室（一室について）

第 1 練 習 室

第 2 練 習 室

中 会 議 室

小 会 議 室

伊 　 吹

八 　 嶋

展 示 室

屋 外 展 示 場
6,600
3,300

8,250
16,500
21,450
28,050
36,300
13,750
27,500
35,750
46,750
60,500
1,100
1,100
1,100
770
770

1,100
2,750
5,500
7,150
9,350
12,100
3,850
8,800
12,100
15,400
19,800

770
770

1,100
2,200
1,650
1,100
1,100
1,650
1,100
1,100

リハーサル室（大会議室）

大ホール

平 日

土曜日
日曜日
祝 日

平 日

土曜日
日曜日
祝 日

小ホール

練 習 室

会 議 室

和 室

展 示 室

小ホール
楽 屋

大ホール
楽 屋

11,000
22,000
28,600
37,400
48,400
16,500
33,000
42,900
56,100
72,600
1,100
1,100
1,100
770
770

1,100
3,300
7,150
9,350
12,650
15,950
4,400
11,000
14,300
18,700
24,200

770
770

1,100
2,200
1,650
1,100
1,100
1,650
1,100
1,100

区分 午　前
（９時～ 12 時）

午　後
（13時～ 17 時）

夜　間
（18時～21時 30分）施設

入

場

料

区

分

入

場

料

区

分

栃 木 市 栃 木 文 化 会 館
施設・備 品利用料金のご案内

施設利用料金 （単位：円）


